


消費者の「権利」と「責任」とは？
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消費者の責任

④環境に与える影響を自覚する責任

商品を選ぶとき、原料や使い終わった後のことも考えて

みましょう ／ヘ

受¢入ト講生、多＿＿） 人～）

⑤団結し、連帯する責任

ひとりでは弱いカも、連帯することで大きなカになる
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消費者の権利

①生活の基本的な需要が満たされる権利

生活に必要なものが保障される

2歯車

中学生も、立派な「消費者Jであり、社会の一員です。

私たちのまわりは、たくさんのものがあふれでいてお金を払えば好きなものを買い、毎日生活に

必要な電気や水道も使っています。また、スマホやパソコンでインターネットなどを利用したり

外出すれば電車やパスに乗ったりもします。これらはすべて「消費」であり、このように代価を

tムって商品を購入したりサービ、スを利用したりする人のことを「消費者」と呼び、大人だけでな

く、中学生のみなさん一人ひとりも「消費者Jです。残念ながら社会には、お金をだましとる悪

質業者がいたり、悪意をもってネットを利用する人がいたり、「消費者」を狙ったトラブルがたく

さん隠れています。中学生の頃は深刻な危険が身にせまることはあまりないかもしれませんが

大人になるにつれ危険は増すので、自分自身が消費者トラブルに巻き込まれないための知識

を身につけることも大切ですが、それだけでなく、私たち「消費者J自身が行動して、より安全で

安心な消費生活を送れる「消費者市民社会JをつくってI,)くことが求められています。

責任ある一人の「消費者」として今日から行動していきましょう。

相楽消費生活センターのキャラクター

がま口由

②安全を求める権利

危険な商品によって、危害を受けることがないように保障される，、｜
③知らされる権利

商品を選ぶときに正しい表示やお店の人から適切な情報

針…

． 
~ ・・、

⑤意見が反映される権利

企業などに意見を雪ったとき、意見が反験されて対応策

がとられる ｛九 ~、＼
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⑥被害の救済を受けられる権利 一

被害を受けて相談したとき、被害回復の対応策がとられる

⑦消費者教育を受ける権利

被害や事故にあわないように、事前に学校や家庭で学ぶ

④選択する権利

自分の意思で、自由に商品やサービスが選択できる

" 

⑧健全な環境の中て働き生活する権利 一
健全な生活環境の中て働き、生活をする （~刊j
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